
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五條市立小・中学校における

理科教育振興備品（理科・算

数・数学設備）購入仕様書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月作成 

 

 

五條市教育委員会事務局 学校教育課 
 



 

１．購入物件名 
五條市立小・中学校における理科教育振興備品（理科・算数・数学設備）購入 

 

 

 

 

２．納入場所・件数 

 名 称 住 所 件数 

１ 五條小学校 五條市本町１丁目１番４号 ４ 

２ 牧野小学校 五條市中之町９２１番地 ２ 

２ 五條東小学校 五條市今井町１１５３番地 １ 

３ 五條南小学校 五條市野原中３丁目５番４３号 ２ 

４ 五條中学校 五條市下之町５０番地 ２ 

５ 五條東中学校 五條市今井５丁目７番１２号 １ 

６ 五條西中学校 五條市大澤町３７４番地 １ 

合  計 １３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

番

号 

種

別 
品 名 例示品 数量 納品校 同等品 

１ 

理

科 

設

備 

骨と筋肉の動き実

験器 

・ケニス 1-160-0776 ALKT2 

 

・ウチダ 2-184-2202 N-M2 

１ 五條小学校 可 

２ 

理

科 

設

備 

記録温度計 

・ウチダ 8-143-0110 7230-00 

 

・ケニス 1-142-0551 7230-00 

１ 五條小学校 可 

３ 

理

科 

設

備 

メダカ産卵飼育セ

ット 
・ケニス 1-152-0850 MDKS １ 五條小学校 可 

４ 

理

科 

設

備 

直流電源装置 

・ケニス 1-123-0309 S-9N 

 

・ウチダ 8-118-0037 TM-5S 

６ 五條小学校 可 

５ 

理

科 

設

備 

電子てんびん 

・ウチダ 8-103-0741 CR221JU 

 

・ケニス 1-104-0031 CR221JP 

３ 牧野小学校 可 

６ 

理

科 

設

備 

電気の利用・蓄電

実験セット 
・ケニス 1-120-0470 DTL ８ 牧野小学校 可 

７ 

理

科 

設

備 

7 ブロックセット 

（学習付箋付） 

 

 

・ウチダ 8-117-3120 

 MESH-100B7AU 

 

 

 

６ 

五條東 

小学校 
可 

３．物件内容 



 

 

 

４．納入期限 
令和８年２月１８日（水） 

番

号 

種

別 
品 名 例示品 数量 納品校 同等品 

８ 

理

科 

設

備 

百葉箱 

･ケニス 1-142-0031 75FK-S 

 

･百葉箱  

ウチダ 2-157-0114 TTS-4 

最高最低温度計 

ウチダテクノ S1509 

乾湿計 

ウチダ 8-143-1010 SK-0658 

 

１ 

五條南 

小学校 
可 

９ 

算

数 

設

備 

数図カードセット ･ウチダ 8-230-3660 SMW-26 １ 

五條南 

小学校 
可 

10 

理

科 

設

備 

モニタ付 

顕微鏡 

（提示用顕微鏡） 

･ケニス 1-170-0091  

 TT50Ⅱ-ATZ 
１ 五條中学校 可 

11 

理

科

設

備 

ステンレス薬品庫 

上・下段セット 
・ケニス 1-335-0166 SL2K １ 

五條東 

中学校 
可 

12 

理

科

設

備 

演示用呼吸運動

実験器 

・ウチダ 8-167-1002 SP-30 

 

・ケニス 1-160-0385 MD 

１ 

五條西 

中学校 
可 

13 

数

学 

設

備 

立体模型 ・ウチダ 8-231-1130 CW-22K  １ 五條中学校 可 



 

５．その他 
（１）入札は、運搬費、搬入費、組立費、梱包材撤去費、その他必要となる諸経費 

一切を含めた総額で行うこととする。 

（２）同等品が可であるものについて、同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と 

   同等以上である製品とする。 

（３）同等品での入札を希望する場合は、令和７年１１月１２日（水）までに、適

合規格承認申請書(様式４)を記載の上、カタログ等詳細がわかるものを持参

または郵送し、学校教育課の承認を受けること。落札後の申請は、認めない

ものとする。申請に基づく適合規格の適否については令和７年１１月１４日

(金)までにＦＡＸにより通知を行います。 

（４）その他、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときには、五條市 

   教育委員会と協議し、その指示によることとする。 

 


